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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

全体ｻﾎﾟｰﾄ

日本側 
 支援機関 
‐JICA ﾍﾟﾙｰ事務所 
‐日本大使館（オブザーバー）

支援実施機関 
‐JICA専門家チーム 
(JICA技術協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ・ﾊｰ
ﾊﾞｰﾄﾞ難民ﾄﾗｳﾏﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ HPRT
を含む) 地方保健局（DISA） 

‐地域保健局長 

保健省（MINSA） 
‐健康総局長（DGSP） 
‐ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ局長（DGPS）
‐DGPS ﾍﾙｼｰﾗｲﾌ促進課長 
‐国際協力室長 
‐野口研究所 
‐その他MINSA ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
‐母子周産期研究所（IEMP）

国立ｻﾝﾏﾙｺｽ大学（UNMSM）
‐医学部長 
‐医学部ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾁｰﾑの専門家

及びｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 
‐その他 UNMSM ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 

協力協定

 - ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ合同調整委員会  
 （JCC） 

技術委員会 
 メンバー（下記機関の実務者ﾚﾍﾞﾙ） 

MINSA、UNMSM、野口研究所、ﾊﾞﾙﾃﾞｨｻﾝ病院、INMP、JICA専門家チーム 

成果 1～4全体の進捗管理等 

成果 2,3,4の進捗管理等

地方保健局（DISA） 

地方病院・保健所 

 社会的リソース 
 住民組織、NGO、教会、
 ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

連携・協力

コミュニティ 

包括的ヘルスケア 

１．プロジェクト実施体制 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ全

体ｻﾎﾟｰﾄ

ペルー側

管理・監督
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添付資料 2： JICA専門家チーム組織図 
 

総括 （草野） 

技術協力プロジェクトチーム 全体 
活動 

成果１ 成果２ 成果３ 成果４ 

１．草野（保健医療システム） ● ○ ○ ○ ○ 
２．高吉（事業管理／組織連携

強化／広報） 
●  ○ ○ ○ 

３．森川（保健医療人材育成） ○  ●  ● 
４．村内（精神保健（１）） ○ ○ ●  ○ 
５．宮地（精神保健（２）） ○ ● ○   
６．戸辺（地域保健／ヘルスプ

ロモーション／母子保健／モ

ニタリング評価） 

○ ○ ○ ● ● 

７．山口（業務調整） ○  ○ ○ ○ 
８．ハーバード難民トラウマプ

ログラム HPRT 
○ ● ●   

注：●担当、○担当補佐 
 
[ローカルスタッフ] 
ライオン（ロジスティックマネジャー） 
テリョ（地域保健） 

副総括･事務長（高吉）



カウンターパート一覧 
 

Name Period Organization Title Role in Project 
Dr. Luis Podestá 2005-2006 MINSA General Director of 

General Direction of 
Peoples Health 
(DGSP) 

Dr. José Carderón* 2006 MINSA General Director of 
DGSP 

Dr. Esteban Chiotti 2007 MINSA General Direcytor of 
DGSP 

Project Director 

Dra. Maria del Carmen Calle* 2005-2006 MINSA DGSP In charge of 
Project 

Dr. Hector Shimabuku 2005-2006 MINSA DGSP   
Dr. Ricardo Bustamante 2005-2006 MINSA General Director of 

General Direction of 
Health Promotion 
(DGPS) 

Dr. Tulio Quevedo* 2005-2006 MINSA DGPS 
Dr. Hugo Lozada 2006-2007 MINSA Director of Mental 

Health 
Dr. Fausto Garmendia* 2005-2007 UNMSM Coordinator 

Project 
Coordinator 

Dr. Rosmary Hinojosa 2005-2006 MINSA-INMP General Director of 
INMP 

Srta. Eva Miranda Ramón* 2005-2007 UNMSM Specialist of Training 
Dr. Danilo Villavicencio 
Muñoz  

2005-2006 Cusco 

Dr. Alberto Caro Palavisini 2007 Cusco 
Dr. Luis Vergara Fernández  2005-2006 Lima Este 
Dr. Mauro Reyes 2007 Lima Este 
Dr. Luis Huamán Palomino  2005-2006 Junin 
Dr. Daniel Zárate 2007 Junin 
Dr. José Quispe Pérez  2005 Ayacucho 
Dra. María Toporrealva 
Cabrera 

2006 Ayacucho 

Dr. Oscar Mery Gamarra 
Morales 

2007 Ayacucho 

Dr. Aldo César Benel 
Chamaya 

2005 Huancavelica 

Dr. Fidel Miranda Medina 2006 Huancavelica 
Dra. Belinda Garcia Inga 2007 Huancavelica 

General Directors of 
Health Direction 
(DISA) and Regional 
Health Direction 
(DIRESA) 

Health Human 
Resource 
Development/ 
Hospital 
Management 

Lic. Luz Aragones 2007 MINSA Mental Health 
Technical Team 

Dr. Alberto Perales* 2005-2007 UNMSM Specialist in 
Psychiatry 

Dra. Edith Chero Campos* 2005 Valdizán Hospital Specialist in 
Psychiatry 

Dra. Gloria Cueva* 2005-2007 Valdizán Hospital Specialist in 
Psychiatry 

Dr. Francisco Bravo* 2005-2007 Valdizán Hospital Specialist in 
Psychiatry 

Dr. Luis Matos Retamozo* 2005-2007 Noguchi Mental 
Health Instituto 

Specialist in 
Psychiatry 

Lic. Edgar Rivero Contreras 2005-2006 DISA (Lima Este) 
Lic. Marco Vargas 2006-2007 DISA (Lima Este) 
Dr. Bernardo Amao Palomino* 2005-2007 DISA 

Responsible in Mental 
Health 

Mental health  



Name Period Organization Title Role in Project 
(Huancavelica) 

Lic. Carlos Chavez 2005-2007 DISA (Ayacucho) 
Lic. Cleimer Bautista 2005-2007 DISA (Ayacucho) 
Lic. Carmen Fuente* 2005-2007 DISA (Junin) 
Lic. Yndira Lajo Chavez 2005-2007 DISA (Cuzco) 
Lic. Maria Rojas 2005-2007 DISA (Cuzco) 
Dr. Nelly Lam Figueroa* 2005-2007 INMP Area of Training and 

Investigation 
Dr. Alfonso Medina 
Bocanegra* 

2005-2007 INMP Area of Training and 
Investigation 

Dr. Alberto Paredes 2007 INMP Area of Training and 
Investigation 

Lic. Patricia Tello 2005-2006 MINSA Repair Plan 
Coordinator 

Lic. Luz Aragones 2007 MINSA Mental Health 
Technical Team 

Dr. Juan Carlos Yafac* 2005-2007 Lima Este Project Local 
Coordinator 

Dr. José Villareal* 2005-2007 Lima Este Project Local 
Coordinator 

Dr. Bernardo Amao Palomino* 2005-2007 Hauncavelica Project Local 
Coordinator 

Dr. Roberth Parra 2005-2007 Ayacucho Project Local 
Coordinator 

Lic. Judith Aviles 2005-2007 Ayacucho Project Local 
Coordinator 

Lic. Carmen Fuente* 2005-2007 Junin Project Local 
Coordinator 

Dra. Elbía Yépez* 2005-2007 Cusco Project Local 
Coordinator 

Community 
Health/Health 
Promotion/Mother 
and Child Health 

Dr. Pedro Mendoza Arana* 2005-2007 UNMSM General Office of 
Inter-institutional 
Cooperation and 
Relations 

Dr. José Castro 2005 MINSA General Office of 
International 
Cooperation (OGCI) 

Dr. Luis Canales 2006-2007 MINSA OGCI 
Dra. Fatima Villavicewncio 2007 MINSA OGCI 

Monitoring and 
Evaluation 

* Participants of HPRT course 
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Project Design Matrix (PDM)  
プロジェクト名: ペルー国人権侵害及び暴力被害住民への包括的ヘルスケア強化プロジェクト1                        バージョン: PDM-1 

期間:3 年間（2005 年 3 月-2008 年 3 月）                                                                    

対象地域: 暴力2被害地域  

実施機関：ペルー側；MINSA,国立サンマルコス大学(UNMSM) 日本側；JICA     

受益者：UNMSM医学部教員、MINSAの病院･研究機関ですでに暴力被害者に対するケア活動を行っている保健医療従事者、プロジェクト対象サイト3公的保健医療従事者、パイロッ

トサイト4において暴力により影響を受けた被害者及びその家族     

最終受益者: UNMSM 学生、パイロットサイトにおける一般住民 

プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 

上位目標 

暴力によって影響を受けたパイロットサイトの住民の健康が包

括的に改善される 

 

・ 暴力被害を受けた住民の精神保健状態が改善

される 

・ 家庭内暴力が減少される 

 

 

 

プロジェクト目標 

パイロットサイトにおける暴力によって影響を受けたが住民が、

包括的ヘルスケアを利用できるようになる 

 

・ 2008 年 3 月までに、暴力により被害を受けた

と確認された人達の X％が、公的保健医療施

設に相談に訪れる 

・ 2008 年 3 月までに、暴力により被害を受けた

と確認された人達の X%が包括的ヘルスケアを

受ける 

外来受付記録 

 

 

ケア日報 

 

 

プロジェクト目標から上位目

標： 

1． ペルー国政策の中で「暴

力被害者への包括的ヘル

スケア」の重要性が維持

される 

2． ペルー国政策の中で「母

子保健」の重要性が維持

される 

3． ペルー国政府によって、

パイロットサイトにおけ

る研修活動が持続的に行

われる 

成果 

1. UNMSM 医学部に、暴力により影響を受けた住民へ包括的なヘ

ルスケアを提供するための人材養成に係る常設プログラムが

確立される  

 

 

 

 

 

 

1-1 2008 年 3 月までに、人権と、暴力により影

響を受けた住民への包括的ヘルスケアに関す

るテーマが、UNMSM 医学部の学士・修士レベ

ルの全ての課程に含まれている 

1-2 2007 年 4 月までに UNMSM に、人権と暴力に

より影響を受けた住民への包括的ヘルスケ

アに関して教授できる訓練された大学スタ

ッフが 50 人いる 

 

シラバス改訂報告(改訂前シ

ラバス/改訂後シラバス) 

 

 

教授リスト 

 

 

 

成果からプロジェクト目標： 

1． パイロットサイトにおい

て、プロジェクトで開発

された、暴力によって影

響を受けた人々の診断手

法が使用される 

2． パイロットサイトの地域

開発計画において、「暴力

によって影響を受けた

                                            
1包括的ヘルスケア：回復治療のみでなく、ヘルスプロモーション、予防医学にも力点を置き、特にジェンダー、人権、文化間問題に焦点を当て、個的・集団的(身体/心的/社会経済的)な人間としてのより良い生活を

目指す包括的ケア概念。身体的ヘルスケアから、危機や損害の軽減等も含み、特に暴力被害地域における暴力被害者、子供、女性、青少年を対象とする 
2 1980-2000 年にかけての国内の武力闘争中(テロリズム行為及びそれに応戦する政府グループの闘争)に起こった暴力をさす 
3 DISA リマ東部、フニン、アヤクチョ、ワンカベリカ、クスコ 
4 リマ東部(ワイカン)、フニン(サティポ)、アヤクチョ(ワマンガ)、ワンカベリカ(アコバンバ)、クスコ(シクアニ) 
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プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 

 

 

 

 

2.暴力により影響を受けた人々へ包括的なヘルスケアを提供す

るために、一次/二次レベルの保健医療従事者の技能が向上す

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 対象県の一次/二次保健医療スタッフ（医師、看護師、助産師）

が、母子保健に関する技能を向上させる 

  

 

4.住民組織や NGO が参加し、暴力により影響を受けた住民が受益

者となる地域保健活動が推進される 
  

1-3 2008 年 3 月までに、UNMSM 医学部で、暴力と

人権に関する包括的ヘルスケアディプロマ

コースが承認される 

 

2-1 2008 年３月までに、保健医療従事者に対して、

暴力と人権に関する包括的ヘルスケアの 2 つ

の研修プログラム(プロフェッショナル/ノン

プロフェショナル)が、大学の公式プログラム

として承認される 

2-2 2007 年 12 月までに、パイロットサイトにお

ける一次/二次レベルの保健医療従事者の 50%

が、暴力と人権に関する包括的ヘルスケアの

研修を受け、研修の前後で暴力や人権に関す

る技能の向上がみられる 

 

3-1 2008 年 3 月までに、研修を受けた保健医療従

事者の 50%が、学んだことの 80%を職場に適用

する 

 

4-1  2008 年 3 月までに、パイロットサイトにお

いて、住民組織の 30%が、計画に沿った地域

保健活動に参加している 

4-2  2007 年 11 月までに、1 つのパイロットサイ

トにつき少なくとも 10 人のバイリンガルヘ

ルスボランティアを研修する 

医学部長決裁 

 

 

 

医学部長決裁、研修プログラ

ム 

 

 

 

機関間技術委員会による評価

報告書 

 

 

 

 

MINSA モニターグループ報告

書 

 

 

住民組織グループリスト 

計画表 

 

バイリンガル保健プロモータ

報告書 

人々の健康」が、核テー

マとしてとりいれられる 

3． ペルー国政策の中で「暴

力被害者への包括的ヘル

スケア」の重要性が維持

される 

4． ペルー国政策の中で「母

子保健」の重要性が維持

される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PDM-3 

 
活動 

1-1 UNMSM 医学部カリキュラム/シラバスに関する見直しを行う

1-2 (学部・院生)カリキュラムを改編する 

1-3 UNMSM 教授陣のための教授マニュアルを作成する 

1-4 学生のための教材を作成する 

1-5 大学教育コースを改定する 

1-6 UNMSM 医学部の選出された教授陣に対し、｢人権と、暴力の

影響を受けた住民に対する包括的ヘルスケア｣に関する研修

を行う 

1-7 学生(学部･院生)への教授を始める 

1-8 暴力により影響を受けた被害者に対する包括的ヘルスケア

に関するディプロマコースを開始する。 

1-9 コースモニタリング/スーパーバイズを行う 

1-10コース評価を実施する 

1-11プロジェクト年次会議を開催する（2-16,3-9,4-15 に同じ）

1-12WEB サイトを立ち上げる 

1-13プロジェクト経験普及のための全国大会を開催する

（2-14,4-12 に同じ） 

1-14プロジェクト経験普及のための国際(地域)会議を開催する

（成果 2-15,4-13 に同じ） 

1-15広報、経験普及 

 

2-1 成果 2,4 に係る機関間調整グループ設置(4-1 に同じ) 

2-2 SMU 医学部と保健省地域保健事務局(DISA)間で協力合意書を

結ぶ(4-2 に同じ)  

2-3 暴力により影響を受けた被害者に対する包括的ヘルスケア

に関する保健医療サービス現況・保健医療従事者能力等の基

礎調査を行う。   

2-4 保健医療従事者研修の研修計画 をたてる。 

2-5 研修教材を作成する 
2-6 保健医療従事者への研修プログラムを実施する(各 40 人/1

小診療圏×5ヵ所で W/S を実施) 

2-7 研修に参加し、評価基準を満たす保健医療従事者へ修了証書

を出す 

2-8 研修モニタリング/スーパーバイズを実施する 

2-9 研修内部評価を定期的に実施する 

2-10 5 パイロットサイトネットワークでの経験共有 W/S を行う

2-11 プロジェクトニュースレターを発行する 

2-12 中間内部評価を実施する 

投入 

ペルー側の投入 

<在外研修 > 

研修講師の配置 

研修施設（講義室、実習室）の提供 

資機材の提供 

 

カウンターパートの配置 

車両の提供 

事務サービス（運転手、秘書等）の提供 

 

日本側の投入 

短期専門家（保健医療制度，保健医療従事者教育，心的外傷ケア，地域保健など）：

複数名 平均年 3ヶ月を 3 年間  56.55M/M 

在外研修（現地国内研修）「暴力被害住民への包括的ケアに係る研修コース」 年

2コースを 5地域において 2 年間 

機材供与（教育、研修用機材、調査車両等） 

現地業務費（現地補助員傭人費、現地研究支援費を含む） 3 年間 

NGO を通じた協力  

 

 

 

活動から成果： 

1. 保健医療従事者養成のカ

リキュラムの内容の変更

に関し、UNMSM の自治がた

もたれる 

2．パイロットサイトにおける 

研修参加者の異動が減る 

（辞めない） 

3. ペルー国政策の中で「暴力

被害者への包括的ヘルスケ

ア」の重要性が維持される 

4．ペルー国政策の中で「母子

保健」の重要性が維持され

る 

5．ペルー政府によって、パイ

ロットサイトでの研修活動

が持続される  

 

 

 

前提条件： 

1.暴力に関し、ペルーの政治

的な状況が安定している。 

2.ペルーと日本によって、プ

ロジェクト実施に必要な予算

や人員の配置がなされる 
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2-13 広報活動を行う 

2-14 プロジェクト経験普及のための全国大会を開催する

（1-13,4-12 に同じ） 

2-15 プロジェクト経験普及のための国際(地域)会議を開催する

（1-14,4-13 に同じ） 

2-16 プロジェクト年次会議を開催する(1-11,3-9,4-15 に同じ) 

 

3-1 ベースライン調査を実施する(9 DISA での利用者満足度調

査) 

3-2 研修計画を作成する 

3-3 研修教材を作成する 

3-4 モニタリング・評価メカニズムを考案する 

3-5 研修を実施する 

3-6 研修参加者経験共有 W/S を実施する 

3-7 研修参加者への評価を実施する 

3-8 広報活動  

3-9 プロジェクト年次会議を開催する(1-11,2-16,4-15 に同じ) 

 

4-1 成果 2,4 に係る機関間調整グループ設置（2-1 に同じ） 

4-2 SMU 医学部と DISA 間で協力合意書を結ぶ（2-2 に同じ）  

4-3 社会的資源調査 (5 地域) (バイリンガルヘルスプロモータ

ーの特定等含む) 

4-4 コミュニティレベルでの W/S、研修等で講師となる人々に対

し、米国で、｢人権と、暴力の影響を受けた住民に対する包

括的ヘルスケア｣に関する短期研修を行う 

4-5 バイリンガルのヘルスプロモーター/キーパーソンへの研修

4-6 地域の市民団体や地方政府関係機関等への啓発ワークショ

ップ (5 地域)                                          

(優先ヘルスネットワーク内における包括的ヘルスケアへの住民

参加促進に係る活動計画作成(参加型)) 

4-7 パイロット地域における住民参加型活動実施 

4-8 コミュニティ活動に関するモニタリング 

4-9 四半期毎に機関間調整グループによる内部評価(経験/情報

共有, その他含)を行う 

4-10 活動結果の内部評価を住民参加のもとに実施する（結果は

評価レポートにまとめて JCC へ提出するとともに、公開ワー

クショップで周知させる） 

4-11 経験普及 (ニュースレター、評価報告書、その他) 

4-12 プロジェクト経験普及のための全国大会を開催する

（1-13,2-14 に同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PDM-5 

4-13 プロジェクト経験普及のための国際(地域)会議を開催する

（1-14,2-15 に同じ） 

4-14 経験の体系化会議の開催 

4-15 プロジェクト年次会議を開催する(1-11,2-16,3-9 に同じ) 

 



Project Design Matrix (PDM)  
プロジェクト名： ペルー国人権侵害及び暴力被害住民への包括的ヘルスケア強化プロジェクト1 バージョン: PDM-2 (2006 年 2 月 21 日) 
期間： 3 年間（2005 年 3 月-2008 年 3 月）                                                                   

対象地域： 政治的暴力被害地域2の中から選定されたプロジェクト対象サイト3 
実施機関： ペルー側；保健省(MINSA), 国立サンマルコス大学(UNMSM) 日本側；国際協力機構(JICA) 
受益者： UNMSM医学部教員、MINSAの病院･研究機関ですでに暴力被害者に対するケア活動を行っている保健医療従事者、プロジェクト対象サイト公的保健医療従事者、パイ

ロットサイト4において暴力により影響を受けた被害者5及びその家族 
最終受益者：UNMSM 学生、パイロットサイトにおける一般住民 

プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 
上位目標    

・ 暴力被害を受けた住民の精神保健状態が改善

される。 
・ ベースライン調査（開始

時） 
・ プロジェクト終了時評価 
・ プロジェクト終了後フォ

ローアップ調査 
（精神保健状況を測るスケー

ルを使用する） 
・ 家庭内暴力報告件数が長期的に減少する。 ・ パイロットサイト内プロ

ジェクト関係機関による

統計 

暴力によって影響を受けたパイロットサイトの住民の健康が包

括的に改善される。 

・ 母子保健の状況が改善される。 ・ 各パイロットサイトにお

ける MINSA/ DISA の保健

情報システムによって収

集される母子保健統計 
[妊産婦死亡率、乳児死亡

率、5 歳未満児死亡率] 

 

プロジェクト目標   プロジェクト目標から上位目標 
パイロットサイトにおける暴力によって影響を受けた住民が、包

括的ヘルスケアを利用できるようになる。 
・ 2008 年 3 月までに、暴力により被害を受けた

と確認された人達のX名が、公的保健医療施設

に相談に訪れる。 

・ 各パイロットサイト内お

よびその紹介先の公的保

健医療施設における外来

受付記録  [暴力相談件

数・相談内容・ケア内容・

1． 社会経済状況が悪化する

など、暴力がおきやすい

状況および母子保健の状

況を悪化させる要因が増

えない。 

                                            
1包括的ヘルスケア：回復治療のみでなく、ヘルスプロモーション、予防医学にも力点を置き、特にジェンダー、人権、文化間問題に焦点を当て、個的・集団的(身体/心的/社会経済的)な人間としてのより良い生活を目指す

包括的ケア概念。身体的ヘルスケアから、危機や損害の軽減等も含み、特に暴力被害地域における暴力被害者、子供、女性、青少年を対象とする 
2 1980-2000 年にかけての国内の武力闘争中(テロリズム行為及びそれに応戦する政府グループの闘争)に起こった政治的暴力の被害地域（秘国真相究明和解委員会(CVR)によって特定）を指す。 
3 プロジェクト対象サイト： リマ東部、フニン、アヤクチョ、ワンカベリカ、クスコ地域保健局(DISA) （成果 3 母子保健に関してのみ、DISA ロレト、カハマルカ、ワヌコ、アンカシュを対象に含める） 
4 パイロットサイト： 上記プロジェクト対象サイトの 5DISA のなかでさらに小診療地区を選定する。DISA 東部リマ (ワイカン小診療地区)、DISA フニン(サン・マルティン・デ・パンゴア小診療地区)、DISA アヤクチョ(ベレン小診

療地区)、DISA ワンカベリカ(アセンシオン小診療地区)、DISA クスコ(テチョ・オブレロ小診療地区) 
5 政治的暴力被害者のみでなく、家庭内暴力（女性や子供に対する暴力・虐待）・性的暴力などパイロットサイト内で広範に発生している暴力の被害者を対象とする。 



プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 
他機関紹介件数] 

・ 暴力被害者台帳 [暴力被

害者数(推計値)] 
・ ベースライン調査 [暴力

被害者数(推計値)] 
・ 2008 年 3 月までに、暴力により被害を受けた

と確認された人達のX名が包括的ヘルスケア

を受ける。 

・ 各パイロットサイト内の

プロジェクト参加機関（公

的機関{保健医療・警察・

女性省・市役所・調停機関

等}・NGO・地域組織 CBO
など）のケア日報 [暴力相

談件数・相談内容・ケア内

容・他機関紹介件数] 

 

成果    
1. UNMSM医学部6に、暴力により影響を受けた住民へ包括的な

ヘルスケアを提供するための人材養成に係る常設プログラム

が確立される。 

1-1 2007 年 4 月までに UNMSM に、人権と

暴力により影響を受けた住民への包括的ヘルスケ

アに関して教授できる訓練された大学スタッフが

50 人いる。 

・ 教授教員リスト [訓練さ

れた教員の氏名・数（学

科別）・担当学科・担当科

目(予定を含む)] 

 1-2 2008 年 3 月までに、人権と、暴力によ

り影響を受けた住民への包括的ヘルスケアに関す

るテーマが、UNMSM医学部の学士・修士レベル

の全ての課程に含まれている8 。 

・ カリキュラム・シラバス

改訂報告 [医学部長決裁、

改訂前/改訂後カリキュラ

ム・シラバス、包括的ヘ

ルスケア内容を含むべき

科目数（学科別）、包括的

ヘルスケア内容を実際に

含む科目数（学科別）] 
・ 講義実施報告書 [講義受

講者数(学科別)] 

1． パイロットサイトの地域

開発計画において、「暴力

によって影響を受けた

人々の健康」が、核テー

マとしてとりいれられ

る。 
2． 政府統合健康保険 7 に母

子保健ケアが継続して含

まれる。 
3． 政府統合健康保険に精神

保健ケアが含まれる。 
 

                                            
6 医学・看護・医療技術・栄養・産科の 5 学科からなる。 
7 保健省所管の健康保険 Seguro Integral de Salud を指す。 
8 UNMSM 医学部内 5 学科の学士・修士課程の学生が、在学中にいずれかの講義・実習を通じて「人権及び暴力により影響を受けた住民への包括的ヘルスケア」に関するテーマについて学習する機会を得るこ

とを意味する。 



プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 
 1-3 2008 年 3 月までに、UNMSM 医学部で、

暴力と人権に関する包括的ヘルスケアディプロマ

コースが承認される 。 

・ 医学部長決裁 [コースカ

リキュラム・シラバス内

容] 
・ ディプロマコース実施報

告書 [ディプロマコース

受講者数（地域・職種別）]

2.暴力により影響を受けた人々へ包括的なヘルスケアを提供す

るために、一次/二次レベルの保健医療従事者の技能が向上す

る。 

2-1 2008 年 3 月までに、保健医療従事者に対して、

暴力と人権に関する包括的ヘルスケアの 2 つ

の研修プログラム(プロフェッショナル9/ノン

プロフェショナル10)が、大学の公式プログラ

ムMINSA/ UNMSMの公式研修プログラムと

して承認される。 

・ 医学部長 MINSA 人材養

成・精神保健担当部局長

/DISA 局長決裁 
・ 研修プログラム [カリキ

ュラム・シラバス・教材・

教員リスト] 

 2-2 2007 年 12 月までに、各パイロットサイ

トにおける一次/二次レベルの保健医療従事者の

うち延べ 80 名が、暴力と人権に関する包括的ヘル

スケアの研修を受け、研修の前後で暴力や人権に

関する技能の向上がみられる 。 

・ 機関間技術委員会(TC)に
よる評価報告書 [研修対

象医療従事者数(職種別内

訳、所属先・担当部署別

内訳 ) ・研修受講者数

(同)・研修修了者数(同)、
受講前 /後技能テスト結

果、フォローアップ調査

(利用者満足度調査を含

む)結果] 
3-1 2008 年 3 月までに 150 名が研修を修了

する。 
3-2 2008 年 3 月までに、研修を受けた保健

医療従事者の 50%が、学んだことの 80%を職場に

適用する。 

3. 対象県の一次/二次保健医療スタッフ（医師、看護師、助産師）

が、母子保健に関する技能を向上させる。 

3-3 研修受講者が出身地で伝達講習を実施

する。 

・ MINSA/IEMP モニターグ

ループ報告書 [研修受講

者数、研修修了者数、受

講前/後技能テスト結果比

較、研修後の職場での技

能適応状況（母子保健技

術・母子の暴力被害者発

見・ケア数）、伝達講習実

施回数、伝達講習参加者

数] 

                                            
9 医師・看護師・助産師・臨床心理士・ソーシャルワーカー・栄養士・医療技術者など学士号を持つ保健医療従事者を指す。 
10 準看護師など学士号を持たない保健医療従事者を指す。 



プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 
4.住民組織や NGO が参加し、暴力により影響を受けた住民が受

益者となる地域保健活動が推進される。 
4-1  2008 年 3 月までに、パイロットサイトにおい

て、住民組織(CBO)/NGO の 30%が、計画に沿った

地域保健活動に参加している。 

・ 住民組織グループリスト 
[ プ ロ ジ ェ ク ト 参 加

CBO/NGO 数・種別、活動

内容] 
・ 活動計画 
・ 活動報告書 [活動内容・暴

力被害者ケア件数、機関

間紹介件数] 
 4-2  2007 年 11 月までに、1 つのパイロットサイ

トにつき少なくとも 10 人のバイリンガルヘルス

ボランティアプロモーター11を研修する。 

・ バイリンガル保健プロモ

ーター研修（啓発ワーク

ショップ）報告書 [研修受

講保健プロモーター数

（研修受講者リスト）、う

ちバイリンガル保健プロ

モーター数、暴力被害者

ケア件数、地域保健活動

（内容・対象者）] 
活動 投入 活動から成果： 

成果0 プロジェクト全体にかかる活動 
0-1 インセプションレポートの説明・協議を行う。 
0-2 技術委員会を設置する。 
0-3 5 地域別ワーキンググループを設置する。 
0-4 事業促進に係る技術支援機関（ハーバード難民トラウマプロ

グラム：HPRT）と再委託契約する。 
0-5 技術委員会年間活動計画（Plan of Operation）を作成する。 
0-6 プロジェクト年間活動計画を作成する。 
0-7 ベースライン調査を実施する。12 
0-8 モニタリング・スーパーバイズメカニズムを考案する。 

/0-9 HPRTによる指導者養成研修プログラム 教材等を作成する。
13 

0-10 HPRTによる指導者養成研修(UNMSM医学部教員/MINSA保

健医療従事者の代表 50 名：於米国)を実施する。 
0-11 プロジェクト年次協議を実施する。 

ペルー側の投入 
<在外研修 > 
研修講師の配置 
研修施設（講義室、実習室）の提供 
資機材の提供 
 
カウンターパートの配置 
車両の提供 
事務サービス（運転手、秘書等）の提供 
 
日本側の投入 
短期専門家（保健医療制度，保健医療従事者教育，心的外傷ケア，地域保健など）：

複数名 平均年 3 ヶ月を 3 年間  56.55M/M 
在外研修（現地国内研修）「暴力被害住民への包括的ケアに係る研修コース」 年

2 コースを 5 地域において 2 年間 

1. 保健医療従事者養成のカリ

キュラムの内容の変更に

関し、UNMSM の自治がた

もたれる 
2．パイロットサイトにおける 
研修参加者の異動が減る 
（辞めない） 

3. ペルー政府およびパイロッ

トサイト自治体によって、

パイロットサイトでの研修

活動が持続される 

                                            
11 現地の制度上の呼称 Promotores de Salud (Health Promoter)にあわせ、ヘルス・プロモーターに表記を統一する。ヘルス・プロモーターは地域住民の中から選ばれ、無料で研修を受けられるほかは、

無報酬で（ボランティアとして）活動している。プロモーターが西語とケチュア語等の現地語のバイリンガルであるかどうかは地域差がある。 
12 UNMSM 医学部教育評価調査および保健医療従事者研修（①プライマリレベル保健医療現状調査、②プライマリレベル保健医療従事者技能調査、③研修ニーズ調査、④対象地域暴力被害者マッピング）か

らなる。 
13 

UNMSM 医学部教員 19 名、MINSA 保健医療従事者（MINSA 本省・野口研・バルディサン病院・ラルコエレーラ国立精神病院・IEMP・5DISA から選出）31 名が対象である。
 



プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 
0-12 プロジェクト全国大会を開催する。 
0-13 広報活動を実施する。 
0-14 国際（地域）セミナー・ワークショップを開催する。  
0-15 最終報告書を作成する。 
 

機材供与（教育、研修用機材、調査車両等） 
現地業務費（現地補助員傭人費、現地研究支援費を含む） 3 年間 
NGO を通じた協力 

成果1 UNMSM 人材養成プログラム確立 
1-1 UNMSM 医学部カリキュラム/シラバスに関する見直しを行

う。 
1-2 (学部・院生・ディプロマコース)カリキュラムを改編・開発

する。 
1-3 UNMSM 教授陣のための教育マニュアル（教授用ガイドライ

ン）を作成する 
1-4 学生のための教材を作成する。 
1-5 大学教育コースを改定する。 
1-6 UNMSM医学部教員/MINSA保健医療従事者の代表者に対

し、｢人権と、暴力の影響を受けた住民に対する包括的ヘル

スケア｣に関する指導者養成研修(於米国)を行う（0-10, 2-6に
同じ）。 

1-7 学生(学部･院生)への教授を始める。 
1-8 暴力により影響を受けた被害者に対する包括的ヘルスケア

に関するディプロマコースを開始する。 
1-9 コースモニタリング/スーパーバイズを行う。 
1-10 コース評価を実施する。 
1-11 プロジェクト年次会議を開催する（0-11に同じ）。 
1-12 WEB サイトを立ち上げる。 
1-13 プロジェクト経験普及のための全国大会を開催する（0-12に

同じ）。 
1-14 プロジェクト経験普及のための国際(地域)会議を開催する

（0-14に同じ）。 
1-15 広報、経験普及を行う（0-13の一部として実施）。 
 

 前提条件： 
1.暴力に関し、ペルーの政治的

な状況が安定している。 
2.各パイロットサイトで地域

保健活動を推進する核とな

る、住民組織や NGO が存在

し、活動のための予算措置

がとられる。 
3. ペルー国政策の中で「暴力

被害者への包括的ヘルスケ

ア」の重要性が維持される 
4．ペルー国政策の中で「母子

保健」の重要性が維持され

る 
 



プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 
成果2 包括的ヘルスケアに関する1次2次保健医療従事者の技能

向上 
2-1 技術委員会を設置する(0-2に同じ)。 
2-2 5 地域別ワーキンググループを設置する。(0-3に同じ) 
2-3 暴力により影響を受けた被害者に対する包括的ヘルスケア

に関する保健医療サービス現況・保健医療従事者能力・暴力

被害者マッピング等の基礎調査を行う。(0-7の一部として実

施) 
2-4 保健医療従事者研修の研修計画をたてる。 
2-5 研修教材を作成する。 
2-6 UNMSM医学部教授陣/MINSA保健医療従事者の代表者に対

し、｢人権と、暴力の影響を受けた住民に対する包括的ヘル

スケア｣に関する指導者養成研修(於米国)を行う（0-10, 1-6に
同じ）。 

2-7 保健医療従事者への研修プログラムを実施する(各 40人/1小
診療圏×5 ヵ所で W/S を実施)。 

2-8 研修に参加し、評価基準を満たす保健医療従事者へ修了証書

を出す。 
2-9 研修モニタリング/スーパーバイズを実施する。 
2-10 研修内部評価を定期的に実施する。 
2-11 5 パイロットサイトネットワークでの経験共有 W/S を行う。

2-12 プロジェクトニュースレターを発行する。 
2-13 中間内部評価を実施する。 
2-14 広報活動を行う(0-13の一部として実施)。 
2-15 プロジェクト経験普及のための全国大会を開催する（0-12に

同じ）。 
2-16 プロジェクト経験普及のための国際(地域)会議を開催する

（0-14に同じ）。 
2-17 プロジェクト年次会議を開催する(0-11に同じ) 。 
 

  



プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 
成果3 母子保健技能に関する1次2次保健医療従事者の技能向上

3-1 ベースライン調査を実施する(0-7の一部として実施)。 
3-2 研修計画・カリキュラムを作成する。 
3-3 研修教材を作成する。 
3-4 モニタリング・評価メカニズムを考案する・見直しを実施す

る。 
3-5 研修を実施する。 
3-6 研修報告書を作成する。 
3-7 研修参加者のフォローアップ・モニタリング・評価訪問を実

施する。 
3-8 広報活動を行う。 
3-9 年次報告書を作成する。 
3-10 プロジェクト年次会議を開催する(0-11に同じ)。 
 

  

成果4 地域保健活動の推進 
4-1 技術委員会を設置する(0-2,2-1に同じ)。 
4-2 5 地域別ワーキンググループを設置する。(0-3,2-2に同じ)  
4-3 社会的リソースマッピングを実施する(5 地域) (バイリンガ

ルヘルスプロモーターの特定等含む)。 
4-4 コミュニティレベルでのW/S、研修等で講師となる人々に対

し、米国で｢人権と、暴力の影響を受けた住民に対する包括

的ヘルスケア｣に関する短期研修を行う（0-10, 1-6, 2-6に同

じ）。 
4-5 バイリンガルのヘルス・プロモーター/キーパーソンへの研

修(啓発ワークショップ)を実施する。 
4-6 地域の市民団体や地方政府関係機関等への啓発ワークショ

ップ (5 地域) (優先ヘルスネットワーク内における包括的

ヘルスケアへの住民参加促進に係る活動計画作成(参加型))
を実施する。 

4-7 パイロット地域における住民参加型活動を実施する。 
4-8 コミュニティ活動に関するモニタリングを実施する。 
4-9 半年毎に TC による内部評価(経験/情報共有, その他含)を行

う。 
4-10 活動結果の内部評価を住民参加のもとに実施する（結果は評

価レポートにまとめて JCC へ提出するとともに、公開ワー

クショップで周知させる）。 
4-11 経験普及 (ニュースレター、評価報告書、その他)を実施す

  



プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 
る。 

4-12 プロジェクト経験普及のための全国大会を開催する（0-12に
同じ） 

4-13 プロジェクト経験普及のための国際(地域)会議を開催する

（0-14に同じ） 
4-14 経験の体系化会議を開催する。 
4-15 プロジェクト年次会議を開催する(0-11に同じ)。 
 
変更前のベース(Version 1)：国際協力機構ペルー事務所 2005 年 1 月 31 日 PE/HM-033J R/D Minutes Annex 1 Project Design Matrix (Version PDM-1) 日本語版 
変更の根拠： ①Plan of Operation (R/D M/M [2005 年 1 月 31 日])との統合 ②JICA 技プロチーム 評価・スーパービジョンにかかる C/P 会議（2005 年 5 月 5 日開催）結果、③プロジェ

クト進展に伴うプロジェクト対象・プロジェクト活動の見直し（プログレスレポート１・プロジェクト工程表との統合）、④第 4 回プロジェクト合同調整委員会 JCC（2006 年 2 月 6
日）およびその準備・事後会談。 
変更の理由：①プロジェクト進展に伴い、プロジェクトが対象とする暴力の種類が変更されたため。②プロジェクト進展に伴い、プロジェクト対象地域が特定（小診療地区単位）さ

れたため。③PDM・Plan of Operation・プロジェクト活動計画を統合し、プロジェクト活動を整理するため。④プロジェクト指標を具体化するため。 
赤字：PDM Ver. 1 からの修正箇所 
 



年次毎の成果・指標・入手手段 
年度 成果 指標 指標入手手段 

成果 0    
2005 年度 カウンターパート機関及び技術支援機関・チーム間で、

各々の業務分担及び責任範囲が明確になっている 
・ 年間活動計画が作成されている。 ・ 年間活動計画 

成果 1    
2005 年度 暴力により影響を受けた住民へ包括的なヘルスケア

を提供するための UNMSM 医学部教育の準備が整

う。 

・ UNMSM に、人権と暴力により影響を受けた住民への包括的ヘル

スケアに関して教授できる、約 5019 人の訓練された教員がいる。

・ 教員リスト [訓練された

教員の氏名・数（学科

別）・担当学科・担当科目

(予定を含む)] 
・ 暴力により影響を受けた住民への包括的ヘルスケア及び人権に

関するトピックが含まれたカリキュラムが学内で承認されてい

る。 

・ 医学部長決裁 2006 年度 UNMSM 医学部内において、暴力により影響を受け

た住民へ包括的なヘルスケアを提供するための医学

教育プログラムの内容が確定している。 

・ 人権と暴力による被害者への包括的なヘルスケアに関するトピ

ックが UNMSM 医学部の学士・修士レベルの全ての学科に含ま

れている。 

・ カリキュラム・シラバス

改訂報告 [改訂前/改訂後

カリキュラム・シラバス、

包括的ヘルスケア内容を

含むべき科目数（学科

別）、包括的ヘルスケア内

容を実際に含む科目数

（学科別）] 
・ 2008 年 3 月までに UNMSM 医学部で、暴力と人権に関する包括

的ヘルスケアディプロマコースが承認される。 
・ 医学部長決裁 [コースカ

リキュラム・シラバス内

容] 

2007 年度 UNMSM 医学部の常設プログラムとして、暴力によ

り影響を受けた住民へ包括的なヘルスケアを提供す

るための人材養成メカニズムが確立される。 
・ UNMSM 医学部の 80%の学生が暴力と人権に関する授業を受け

ている。 
・ 授業実施報告書 [実施学

科/科目（カリキュラム・

シラバス）・受講学生数・

単位取得学生数・全学生

数] 
成果 2    

・ 選定されたパイロットサイトに研修プログラムを実施しに行く

MINSA/UNMSM 教員チームができる。 
・ 教員リスト [氏名・所属

先・指導内容・担当地域] 
2005 年度 暴力被害住民へ包括的なヘルスケアを提供するため

の一次/二次レベルの保健医療従事者に対する研修

プログラムの準備が整う。 ・ 研修のために必要なモジュールが用意される。 ・ 研修カリキュラム・シラ

バス・教材（案） 
2006 年度 一次/二次レベルの保健医療従事者の暴力被害住民

への包括的なヘルスケアに関する技能が向上する。

・ 一次/二次レベルの保健医療従事者に対して、暴力と人権に関す

る包括的ヘルスケアに関する２つの研修プログラム(プロフェッ

ショナル/ノンプロフェッショナル)ができる。 

・ 研修カリキュラム・シラ

バス・教材 



・ パイロットサイトにおける 40名の一次/二次レベルの保健医療従

事者が暴力と人権に関する包括的ヘルスケアの研修を受け、研修

の前後で暴力や人権に関する技能の向上が見られる。 

・ 技術委員会(TC)による評

価報告書 [研修対象医療

従事者数(職種別内訳、所

属先・担当部署別内訳)・
研修受講者数（同）・研修

修了者数（同）、受講前/
後技能テスト結果、フォ

ローアップ調査結果] 
・ 2008 年 3 月までに一次/二次レベルの保健医療従事者に対して、

暴力と人権に関する包括的ヘルスケアに関する 2 つの研修プロ

グラム(プロフェッショナル/ノンプロフェッショナル)が
UNMSM/MINSA で承認される。 

・ 医学部長 MINSA 人材養

成・精神保健担当部局長

/DISA 局長決裁 
・ 研修プログラム [カリキ

ュラム・シラバス・教材・

教員リスト] 

2007 年度 一次/二次レベルの保健医療従事者の暴力被害住民

への包括的なヘルスケアに関する技能が向上する。

・ 12 月までにパイロットサイトにおける延べ 80 名の一次/二次レ

ベルの保健医療従事者が暴力と人権に関する包括的ヘルスケア

の研修を受け、研修の前後で暴力や人権に関する技能の向上が見

られる。 

・ 技術委員会(TC)による評

価報告書 [研修対象医療

従事者数(職種別内訳、所

属先・担当部署別内訳)・
研修受講者数（同）・研修

修了者数（同）、受講前/
後技能テスト結果、フォ

ローアップ調査結果] 
成果 3    
2005 年度 対象県の一次/二次保健医療スタッフ(医師、看護師、

助産師)の母子保健に関する技能が向上する。 
・ 2006 年 3 月までに延べ 50 名が研修を修了する。 
・ 研修を受けた保健医療従事者の 30%が学んだことの 40%を職場

に適用する。 
・ 研修受講者が出身地で伝達講習を実施する。 

・ MINSA/IEMP モニターグ

ループ報告書 [研修受講

者数、研修修了者数、受

講前 /後技能テスト結果

比較、研修後の職場での

技能適応状況（母子保健

技術・母子の暴力被害者

発見・ケア数）、伝達講習

実施回数、伝達講習参加

者数] 
2006 年度 対象県の一次/二次保健医療スタッフ(医師、看護師、

助産師)の母子保健に関する技能が向上する。 
・ 2007 年 3 月までに延べ 100 名が研修を修了する。 
・ 研修を受けた保健医療従事者の 40%が、学んだことの 60%を職

場に適用する。 
・ 研修受講者が出身地で伝達講習を実施する。 

・ （同上） 

2007 年度 対象県の一次/二次保健医療スタッフ(医師、看護師、

助産師)の母子保健に関する技能が向上する。 
・ 2008 年 3 月までに延べ 150 名が研修を修了する。 
・ 2008 年 3 月までに、研修を受けた保健医療従事者の 50%が、学

んだことの 80%を職場に適用する。 

・ （同上） 



・ 研修受講者が出身地で伝達講習を実施する。 
成果 4    
2005 年度 住民組織や NGO が参加し、暴力により影響を受けた

住民が受益者となる地域保健活動の準備が整う。 
・ UNMSM、MINSA 関係機関、及び各サイト少なくとも 1 つの現

地の住民組織又は NGO がプロジェクトの内容を理解し、活動の

意思を持ち、地域住民活動体制を作っている。 

・ 住民組織グループリスト 
[ プ ロ ジ ェ ク ト 参 加

CBO/NGO 数・種別、活動

内容] 
・ 活動計画 
・ 活動報告書 [活動内容・

暴力被害者ケア件数、機

関間紹介件数] 
2006 年度 UNMSM、MINSA 関係機関、及び各サイト少なくと

も 1 つの現地の住民組織又は NGO が参加し、暴力に

より影響を受けた住民が受益者となる地域保健活動

が推進されている。 

・ 各パイロットサイトにおいて、住民組織や NGO の 10%が計画に

沿った地域保健活動に参加している。 
・ (同上) 

・ 2007 年 11 月までに 1 つのサイトにつき、少なくとも 10 人のバ

イリンガル・ヘルスプロモーター(西語・ケチュア語)が養成され

る。 

・ バイリンガル保健プロモ

ーター研修（啓発ワーク

ショップ）報告書 [研修

受講保健プロモーター数

（研修受講者リスト）、う

ちバイリンガル保健プロ

モーター数、暴力被害者

ケア件数、地域保健活動

（内容・対象者）] 

2007 年度 UNMSM、MINSA 関係機関、及び各サイト少なくと

も 1 つの現地の住民組織又は NGO が参加し、暴力に

より影響を受けた住民が受益者となる地域保健活動

が推進されている。 

・ 2008 年 3 月までに、各サイトで住民組織や NGO の 30%が、計画

に沿った地域保健活動に参加している。 
・ 住民組織グループリスト 

[ プ ロ ジ ェ ク ト 参 加

CBO/NGO 数・種別、活動

内容] 
・ 活動計画 
・ 活動報告書 [活動内容・

暴力被害者ケア件数、機

関間紹介件数] 
 
変更前のベース(Version 1)：国際協力機構 2005 年 1 月 25 日 JICA(PR)第 1-25020 号 本プロジェクト業務指示書 「6. 本業務契約で求められる成果」(pp.4-5) 
変更の根拠： 2005 年 5 月 5 日開催の「評価・スーパービジョンにかかる JICA 技プロチーム・C/P 会議」及び 上記 PDM Version 1→Version 2 への変更に伴う修正 
変更の理由：①プロジェクト指標を具体化するため。 
赤字：PDM Ver. 1 からの修正箇所 



Project Design Matrix (PDM)  
プロジェクト名： ペルー国人権侵害及び暴力被害住民への包括的ヘルスケア強化プロジェクト1 バージョン: PDM-3 (2007 年 5 月 4 日) 
期間： 3 年間（2005 年 3 月-2008 年 3 月）                                                                   

対象地域： 政治的暴力被害地域2の中から選定されたプロジェクト対象サイト3 
実施機関： ペルー側；保健省(MINSA), 国立サンマルコス大学(UNMSM) 日本側；国際協力機構(JICA) 
受益者： UNMSM医学部教員、MINSAの病院･研究機関ですでに暴力被害者に対するケア活動を行っている保健医療従事者、プロジェクト対象サイト公的保健医療従事者、パイ

ロットサイト4において暴力により影響を受けた被害者5及びその家族 
最終受益者：UNMSM 学生、パイロットサイトにおける一般住民 

プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 
上位目標    

・ 暴力被害を受けた住民の精神保健状態が改善

される。 
・ ベースライン調査（開始

時） 
・ プロジェクト終了時評価 
・ プロジェクト終了後フォ

ローアップ調査 
（精神保健状況を測るスケー

ルを使用する） 
・ 家庭内暴力報告件数が長期的に減少する。 ・ パイロットサイト内プロ

ジェクト関係機関による

統計 

暴力によって影響を受けたパイロットサイトの住民の健康が包

括的に改善される。 

・ 母子保健の状況が改善される。 ・ 各パイロットサイトにお

ける MINSA/ DISA の保健

情報システムによって収

集される母子保健統計 
[妊産婦死亡率、乳児死亡

率、5 歳未満児死亡率] 

 

プロジェクト目標   プロジェクト目標から上位目標 
パイロットサイトにおける暴力によって影響を受けた住民が、包

括的ヘルスケアを利用できるようになる。 
・ 2008 年 3 月までに、暴力により被害を受けた

と確認された人達が、公的保健医療施設に相

談に訪れる。 

・ 各パイロットサイト内の

公的保健医療施設におけ

る外来受付記録 [暴力相

談件数・他機関紹介件数]
・ 暴力被害者台帳 [暴力被

1． 社会経済状況が悪化する

など、暴力がおきやすい

状況および母子保健の状

況を悪化させる要因が増

えない。 

                                            
1包括的ヘルスケア：回復治療のみでなく、ヘルスプロモーション、予防医学にも力点を置き、特にジェンダー、人権、文化間問題に焦点を当て、個的・集団的(身体/心的/社会経済的)な人間としてのより良い生活を目指す

包括的ケア概念。身体的ヘルスケアから、危機や損害の軽減等も含み、特に暴力被害地域における暴力被害者、子供、女性、青少年を対象とする 
2 1980-2000 年にかけての国内の武力闘争中(テロリズム行為及びそれに応戦する政府グループの闘争)に起こった政治的暴力の被害地域（秘国真相究明和解委員会(CVR)によって特定）を指す。 
3 プロジェクト対象サイト： リマ東部、フニン、アヤクチョ、ワンカベリカ、クスコ地域保健局(DISA) （成果 3 母子保健に関してのみ、DISA ロレト、カハマルカ、ワヌコ、アンカシュを対象に含める） 
4 パイロットサイト： 上記プロジェクト対象サイトの 5DISA のなかでさらに小診療地区を選定する。DISA 東部リマ (ワイカン小診療地区)、DISA フニン(サン・マルティン・デ・パンゴア小診療地区)、DISA アヤクチョ(ベレン小診

療地区)、DISA ワンカベリカ(アセンシオン小診療地区)、DISA クスコ(テチョ・オブレロ小診療地区) 
5 政治的暴力被害者のみでなく、家庭内暴力（女性や子供に対する暴力・虐待）・性的暴力などパイロットサイト内で広範に発生している暴力の被害者を対象とする。 
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プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 
害者数(推計値)] 

・ ベースライン調査 [暴力

被害者数(推計値)] 
・ 2008 年 3 月までに、暴力により被害を受けた

と確認された人達が包括的ヘルスケアを受け

る。 

・ 各パイロットサイト内の

プロジェクト参加機関（公

的機関{警察・女性省・市

役所・調停機関等 } ・

NGO・地域組織CBOなど）

のケア日報 [暴力相談件

数・他機関紹介件数] 

 

成果    
1. UNMSM医学部6に、暴力により影響を受けた住民へ包括的な

ヘルスケアを提供するための人材養成に係る常設プログラム

が確立される。 

1-1 2007 年 4 月までに UNMSM に、人権と

暴力により影響を受けた住民への包括的ヘルスケ

アに関して教授できる訓練された大学スタッフが

19 人いる。 

・ 教授教員リスト [訓練さ

れた教員の氏名・数（学

科別）・担当学科・担当科

目(予定を含む)] 
 1-2 2008 年 3 月までに、人権と、暴力によ

り影響を受けた住民への包括的ヘルスケアに関す

るテーマが、UNMSM医学部の学部・大学院レベ

ルのテーマを含むに適切であるとされた全ての科

目に含まれている8 。 

・ カリキュラム・シラバス

改訂報告 [改訂前/改訂後

カリキュラム・シラバス、

包括的ヘルスケア内容を

含むべき科目数（学科

別）、包括的ヘルスケア内

容を実際に含む科目数

（学科別）] 
・ 講義実施報告書 [講義受

講者数(学科別)] 
 1-3 2008 年 3 月までに、UNMSM 医学部で、

暴力と人権に関する包括的ヘルスケアディプロマ

コースが承認される 。 

・ 学長決裁 [コースカリキ

ュラム・シラバス内容] 
・ ディプロマコース実施報

告書 [ディプロマコース

受講者数（地域・職種別）]

1． パイロットサイトの地域

開発計画において、「暴力

によって影響を受けた

人々の健康」が、核テー

マとしてとりいれられ

る。 
2． 政府統合健康保険 7 に母

子保健ケアが継続して含

まれる。 
3． 政府統合健康保険に精神

保健ケアが含まれる。 
 

                                            
6 医学・看護・医療技術・栄養・産科の 5 学科からなる。 
7 保健省所管の健康保険 Seguro Integral de Salud を指す。 
8 UNMSM 医学部内 5 学科の学士・修士課程の学生が、在学中にいずれかの講義・実習を通じて「人権及び暴力により影響を受けた住民への包括的ヘルスケア」に関するテーマについて学習する機会を得るこ

とを意味する。 
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指標 指標入手手段 プロジェクトの要約 外部条件 
2.暴力により影響を受けた人々へ包括的なヘルスケアを提供す

るために、一次/二次レベルの保健医療従事者の技能が向上す

る。 

2-1 2008 年 3 月までに、保健医療従事者に対し

て、暴力と人権に関する包括的ヘルスケアの研修

プログラム(プロフェッショナル9向けコース)が、

UNMSMの公式研修プログラムとして承認され

る。 

・ 学長決裁 
・ 研修プログラム [カリキ

ュラム・シラバス・教材・

教員リスト] 

 2-2 暴力被害者に対する包括的ヘルスケアに関し

て研修を行える医療従事者が 50 人いる。 
・ 指導者養成研修修了者リ

スト 

 2-3 2007 年 12 月までに、各パイロットサイトにお

ける一次/二次レベルの保健医療従事者のうち延

べ 80 名が、暴力と人権に関する包括的ヘルスケア

の研修を受け、研修の前後で暴力や人権に関する

技能の向上がみられる 。 

・ 機関間技術委員会(TC)に
よる評価報告書 [研修対

象医療従事者数(職種別内

訳、所属先・担当部署別

内訳 ) ・研修受講者数

(同)・研修修了者数(同)、
受講前 /後技能テスト結

果、フォローアップ調査

(利用者満足度調査を含

む)結果] 
3-1 2008 年 3 月までに 150 名が研修を修了

する。 
3-2 2008 年 3 月までに、研修を受けた保健

医療従事者の 50%が、学んだことの 80%を職場に

適用する。 

3. 対象県の一次/二次保健医療スタッフ（医師、看護師、助産師）

が、母子保健に関する技能を向上させる。 

3-3 研修受講者が出身地で伝達講習を実施

する。 

・ MINSA/IEMP モニターグ

ループ報告書 [研修受講

者数、研修修了者数、受

講前/後技能テスト結果比

較、研修後の職場での技

能適応状況（母子保健技

術・母子の暴力被害者発

見・ケア数）、伝達講習実

施回数、伝達講習参加者

数] 

                                            
9 医師・看護師・助産師・臨床心理士・ソーシャルワーカー・栄養士・医療技術者など学士号を持つ保健医療従事者を指す。 
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プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 
4.保健プロモーター、ノンプロフェショナル保健医療従事者10、

暴力対策関連の地域機関、住民組織やNGOが参加し、暴力に

より影響を受けた住民が受益者となる地域保健活動が推進さ

れる。 

4-1  2008 年 3 月までに、パイロットサイトにおい

て、暴力対策関連の地域機関 11 、住民組織

(CBO)/NGOの 30%が、計画に沿った地域保健活動

に参加している。 

・ 住民組織グループリスト 
[ プ ロ ジ ェ ク ト 参 加

CBO/NGO 数・種別、活動

内容] 
・ 暴力対策協議会設置決

議、開催記録 
・ 活動計画 
・ 活動報告書 [活動内容・暴

力被害者ケア件数、機関

間紹介件数] 
 4-2  2007 年 11 月までに、1 つのパイロットサイ

トにつき少なくとも 10 人の(バイリンガル)ヘルス

プロモーター12(バイリンガルかどうかは地域の必

要性による)を研修する。 

・ バイリンガル保健プロモ

ーター研修（啓発ワーク

ショップ）報告書 [研修受

講保健プロモーター数

（研修受講者リスト）、う

ちバイリンガル保健プロ

モーター数、暴力被害者

ケア件数、地域保健活動

（内容・対象者）] 
 4-3 ノンプロフェッショナル保健医療従事者に対

して、暴力被害者に対する包括的ヘルスケアに関

する研修が実施される。 

・ 研修計画 
・ 研修教材 
・ 研修報告書[研修受講者リ

スト] 

 
 

                                            
10 準看護師など学士号を持たない保健医療従事者を指す。 
11 市役所、学校、調停所、女性省機関、警察署など暴力問題に関係する地域公的機関を指す。これら地域機関と住民組織、NGO などが各地域で暴力対策協議会を設置している、もしくはプロジェクト活

動を通じて設置される。 
12 現地の制度上の呼称 Promotores de Salud (Health Promoter)にあわせ、ヘルス・プロモーターに表記を統一する。ヘルス・プロモーターは地域住民の中から選ばれ、無料で研修を受けられるほかは、

無報酬で（ボランティアとして）活動している。プロモーターが西語とケチュア語等の現地語のバイリンガルであるかどうかは地域差がある。 
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活動 投入 活動から成果： 
成果0 プロジェクト全体にかかる活動 
0-1 インセプションレポートの説明・協議を行う。 
0-2 技術委員会を設置する。 
0-3 5 地域別ワーキンググループを設置する。 
0-4 事業促進に係る技術支援機関（ハーバード難民トラウマプロ

グラム：HPRT）と再委託契約する。 
0-5 技術委員会年間活動計画（Plan of Operation）を作成する。 
0-6 プロジェクト年間活動計画を作成する。 
0-7 ベースライン調査を実施する。13 
0-8 モニタリング・スーパーバイズメカニズムを考案する。 
0-9 HPRTによる指導者養成研修プログラム/教材等を作成する。

14 
0-10 HPRTによる指導者養成研修(UNMSM医学部教員/MINSA保

健医療従事者の代表 50 名：於米国)を実施する。 
0-11 プロジェクト年次協議を実施する。 
0-12 プロジェクト全国大会を開催する。 
0-13 広報活動を実施する。 
0-14 国際（地域）セミナー・ワークショップを開催する。  
0-15 最終報告書を作成する。 
 

ペルー側の投入 
<在外研修 > 
研修講師の配置 
研修施設（講義室、実習室）の提供 
資機材の提供 
 
カウンターパートの配置 
車両の提供 
事務サービス（運転手、秘書等）の提供 
 
日本側の投入 
短期専門家（保健医療制度，保健医療従事者教育，心的外傷ケア，地域保健など）：

複数名 平均年 3 ヶ月を 3 年間  56.55M/M 
在外研修（現地国内研修）「暴力被害住民への包括的ケアに係る研修コース」 年

2 コースを 5 地域において 2 年間 
機材供与（教育、研修用機材、調査車両等） 
現地業務費（現地補助員傭人費、現地研究支援費を含む） 3 年間 
NGO を通じた協力 

1. 保健医療従事者養成のカリ

キュラムの内容の変更に

関し、UNMSM の自治がた

もたれる 
2．パイロットサイトにおける 
研修参加者の異動が減る 
（辞めない） 

3. ペルー政府およびパイロッ

トサイト自治体によって、

パイロットサイトでの研修

活動が持続される 

                                            
13 UNMSM 医学部教育評価調査および保健医療従事者研修（①プライマリレベル保健医療現状調査、②プライマリレベル保健医療従事者技能調査、③研修ニーズ調査、④対象地域暴力被害者マッピング）か

らなる。 
14 

UNMSM 医学部教員 19 名、MINSA 保健医療従事者（MINSA 本省・野口研・バルディサン病院・ラルコエレーラ国立精神病院・IEMP・5DISA から選出）31 名が対象である。
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成果1 UNMSM 人材養成プログラム確立 
1-1 UNMSM 医学部カリキュラム/シラバスに関する見直しを行

う。 
1-2 (学部・院生・ディプロマコース)カリキュラムを改編・開発

する。 
1-3 UNMSM 教授陣のための教育マニュアル（教授用ガイドライ

ン）を作成する 
1-4 学生のための教材を作成する。 
1-5 大学教育コースを改定する。 
1-6 UNMSM医学部教員/MINSA保健医療従事者の代表者に対

し、｢人権と、暴力の影響を受けた住民に対する包括的ヘル

スケア｣に関する指導者養成研修(於米国)を行う（0-10, 2-6に
同じ）。 

1-7 学生(学部･院生)への教授を始める。 
1-8 暴力により影響を受けた被害者に対する包括的ヘルスケア

に関するディプロマコースを開始する。 
1-9 コースモニタリング/スーパーバイズを行う。 
1-10 コース評価を実施する。 
1-11 プロジェクト年次会議を開催する（0-11に同じ）。 
1-12 WEB サイトを立ち上げる。 
1-13 プロジェクト経験普及のための全国大会を開催する（0-12に

同じ）。 
1-14 プロジェクト経験普及のための国際(地域)会議を開催する

（0-14に同じ）。 
1-15 広報、経験普及を行う（0-13の一部として実施）。 
 

 前提条件： 
1.暴力に関し、ペルーの政治的

な状況が安定している。 
2.各パイロットサイトで地域

保健活動を推進する核とな

る、住民組織や NGO が存在

し、活動のための予算措置

がとられる。 
3. ペルー国政策の中で「暴力

被害者への包括的ヘルスケ

ア」の重要性が維持される 
4．ペルー国政策の中で「母子

保健」の重要性が維持され

る 
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成果2 包括的ヘルスケアに関する1次2次保健医療従事者の技能

向上 
2-1 技術委員会を設置する(0-2に同じ)。 
2-2 5 地域別ワーキンググループを設置する。(0-3に同じ) 
2-3 暴力により影響を受けた被害者に対する包括的ヘルスケア

に関する保健医療サービス現況・保健医療従事者能力・暴力

被害者マッピング等の基礎調査を行う。(0-7の一部として実

施) 
2-4 保健医療従事者研修の研修計画をたてる。 
2-5 研修教材を作成する。 
2-6 UNMSM医学部教授陣/MINSA保健医療従事者の代表者に対

し、｢人権と、暴力の影響を受けた住民に対する包括的ヘル

スケア｣に関する指導者養成研修(於米国)を行う（0-10, 1-6に
同じ）。 

2-7 保健医療従事者への研修プログラムを実施する(各 40人/1小
診療圏×5 ヵ所で W/S を実施)。 

2-8 研修に参加し、評価基準を満たす保健医療従事者へ修了証書

を出す。 
2-9 研修モニタリング/スーパーバイズを実施する。 
2-10 研修内部評価を定期的に実施する。 
2-11 5 パイロットサイトネットワークでの経験共有 W/S を行う。

2-12 プロジェクトニュースレターを発行する。 
2-13 中間内部評価を実施する。 
2-14 広報活動を行う(0-13の一部として実施)。 
2-15 プロジェクト経験普及のための全国大会を開催する（0-12に

同じ）。 
2-16 プロジェクト経験普及のための国際(地域)会議を開催する

（0-14に同じ）。 
2-17 プロジェクト年次会議を開催する(0-11に同じ) 。 
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成果3 母子保健技能に関する1次2次保健医療従事者の技能向上

 3-1 ベースライン調査を実施する(0-7の一部として実施)。
3-2 研修計画・カリキュラムを作成する。 
3-3 研修教材を作成する。 
3-4 モニタリング・評価メカニズムを考案する・見直しを実施す

る。 
3-5 研修を実施する。 
3-6 研修報告書を作成する。 
3-7 研修参加者のフォローアップ・モニタリング・評価訪問を実

施する。 
3-8 広報活動を行う。 
3-9 年次報告書を作成する。 
3-10 プロジェクト年次会議を開催する(0-11に同じ)。 
 

  

成果4 地域保健活動の推進 
4-1 技術委員会を設置する(0-2,2-1に同じ)。 
4-2 5 地域別ワーキンググループを設置する。(0-3,2-2に同じ)  
4-3 社会的リソースマッピングを実施する(5 地域) (バイリンガ

ルヘルスプロモーターの特定等含む)。 
4-4 コミュニティレベルでのW/S、研修等で講師となる人々に対

し、米国で｢人権と、暴力の影響を受けた住民に対する包括

的ヘルスケア｣に関する短期研修を行う（0-10, 1-6, 2-6に同

じ）。 
4-5 バイリンガルのヘルス・プロモーター/キーパーソンへの研

修(啓発ワークショップ)を実施する。 
4-6 地域の市民団体や地方政府関係機関等への啓発ワークショ

ップ (5 地域) (優先ヘルスネットワーク内における包括的

ヘルスケアへの住民参加促進に係る活動計画作成(参加型))
を実施する。 

4-7 パイロット地域における住民参加型活動を実施する。 
4-8 コミュニティ活動に関するモニタリングを実施する。 
4-9 半年毎に TC による内部評価(経験/情報共有, その他含)を行

う。 
4-10 活動結果の内部評価を住民参加のもとに実施する（結果は評

価レポートにまとめて JCC へ提出するとともに、公開ワー

クショップで周知させる）。 
4-11 経験普及 (ニュースレター、評価報告書、その他)を実施す

る。 
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4-12 プロジェクト経験普及のための全国大会を開催する（0-12に
同じ） 

4-13 プロジェクト経験普及のための国際(地域)会議を開催する

（0-14に同じ） 
4-14 経験の体系化会議を開催する。 
4-15 プロジェクト年次会議を開催する(0-11に同じ)。 
 
変更前のベース(Version 1)：国際協力機構ペルー事務所 2005 年 1 月 31 日 PE/HM-033J R/D Minutes Annex 1 Project Design Matrix (Version PDM-1) 日本語版 
変更の根拠： ①Plan of Operation (R/D M/M [2005 年 1 月 31 日])との統合 ②JICA 技プロチーム 評価・スーパービジョンにかかる C/P 会議（2005 年 5 月 5 日開催）結果、③プロジェ

クト進展に伴うプロジェクト対象・プロジェクト活動の見直し（プログレスレポート１・プロジェクト工程表との統合）、④第 4 回プロジェクト合同調整委員会 JCC（2006 年 2 月 6
日）およびその準備・事後会談。 
変更の理由：①プロジェクト進展に伴い、プロジェクトが対象とする暴力の種類が変更されたため。②プロジェクト進展に伴い、プロジェクト対象地域が特定（小診療地区単位）さ

れたため。③PDM・Plan of Operation・プロジェクト活動計画を統合し、プロジェクト活動を整理するため。④プロジェクト指標を具体化するため。 
赤字：PDM Ver. 1 からの修正箇所 
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年次毎の成果・指標・入手手段 
年度 成果 指標 指標入手手段 

成果 0    
2005 年度 カウンターパート機関及び技術支援機関・チーム間で、

各々の業務分担及び責任範囲が明確になっている 
・ 年間活動計画が作成されている。 ・ 年間活動計画 

成果 1    
2005 年度 暴力により影響を受けた住民へ包括的なヘルスケア

を提供するための UNMSM 医学部教育の準備が整

う。 

・ UNMSM に、人権と暴力により影響を受けた住民への包括的ヘル

スケアに関して教授できる、約 5019 人の訓練された教員がいる。

・ 教員リスト [訓練された

教員の氏名・数（学科

別）・担当学科・担当科目

(予定を含む)] 
・ 暴力により影響を受けた住民への包括的ヘルスケア及び人権に

関するトピックが含まれたカリキュラムが学内で承認されてい

る。 

・ 医学部長決裁 2006 年度 UNMSM 医学部内において、暴力により影響を受け

た住民へ包括的なヘルスケアを提供するための医学

教育プログラムの内容が確定している。 

・ 人権と暴力による被害者への包括的なヘルスケアに関するトピ

ックが UNMSM 医学部の学士・修士レベルの全ての学科に含ま

れている。 

・ カリキュラム・シラバス

改訂報告 [改訂前/改訂後

カリキュラム・シラバス、

包括的ヘルスケア内容を

含むべき科目数（学科

別）、包括的ヘルスケア内

容を実際に含む科目数

（学科別）] 
・ 2008 年 3 月までに UNMSM 医学部で、暴力と人権に関する包括

的ヘルスケアディプロマコースが承認される。 
・ 医学部長決裁 [コースカ

リキュラム・シラバス内

容] 

2007 年度 UNMSM 医学部の常設プログラムとして、暴力によ

り影響を受けた住民へ包括的なヘルスケアを提供す

るための人材養成メカニズムが確立される。 
・ UNMSM 医学部の 80%の学生が暴力と人権に関する授業を受け

ている。 
・ 授業実施報告書 [実施学

科/科目（カリキュラム・

シラバス）・受講学生数・

単位取得学生数・全学生

数] 
成果 2    

・ 選定されたパイロットサイトに研修プログラムを実施しに行く

MINSA/UNMSM 教員チームができる。 
・ 教員リスト [氏名・所属

先・指導内容・担当地域] 
2005 年度 暴力被害住民へ包括的なヘルスケアを提供するため

の一次/二次レベルの保健医療従事者に対する研修

プログラムの準備が整う。 ・ 研修のために必要なモジュールが用意される。 ・ 研修カリキュラム・シラ

バス・教材（案） 
2006 年度 一次/二次レベルの保健医療従事者の暴力被害住民

への包括的なヘルスケアに関する技能が向上する。

・ 一次/二次レベルの保健医療従事者に対して、暴力と人権に関す

る包括的ヘルスケアに関する２つの研修プログラム(プロフェッ

ショナル/ノンプロフェッショナル)ができる。 

・ 研修カリキュラム・シラ

バス・教材 
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・ パイロットサイトにおける 40名の一次/二次レベルの保健医療従

事者が暴力と人権に関する包括的ヘルスケアの研修を受け、研修

の前後で暴力や人権に関する技能の向上が見られる。 

・ 技術委員会(TC)による評

価報告書 [研修対象医療

従事者数(職種別内訳、所

属先・担当部署別内訳)・
研修受講者数（同）・研修

修了者数（同）、受講前/
後技能テスト結果、フォ

ローアップ調査結果] 
・ 2008 年 3 月までに一次/二次レベルの保健医療従事者に対して、

暴力と人権に関する包括的ヘルスケアに関する 2 つの研修プロ

グラム(プロフェッショナル/ノンプロフェッショナル)が
UNMSM/MINSA で承認される。 

・ 医学部長 MINSA 人材養

成・精神保健担当部局長

/DISA 局長決裁 
・ 研修プログラム [カリキ

ュラム・シラバス・教材・

教員リスト] 

2007 年度 一次/二次レベルの保健医療従事者の暴力被害住民

への包括的なヘルスケアに関する技能が向上する。

・ 12 月までにパイロットサイトにおける延べ 80 名の一次/二次レ

ベルの保健医療従事者が暴力と人権に関する包括的ヘルスケア

の研修を受け、研修の前後で暴力や人権に関する技能の向上が見

られる。 

・ 技術委員会(TC)による評

価報告書 [研修対象医療

従事者数(職種別内訳、所

属先・担当部署別内訳)・
研修受講者数（同）・研修

修了者数（同）、受講前/
後技能テスト結果、フォ

ローアップ調査結果] 
成果 3    
2005 年度 対象県の一次/二次保健医療スタッフ(医師、看護師、

助産師)の母子保健に関する技能が向上する。 
・ 2006 年 3 月までに延べ 50 名が研修を修了する。 
・ 研修を受けた保健医療従事者の 30%が学んだことの 40%を職場

に適用する。 
・ 研修受講者が出身地で伝達講習を実施する。 

・ MINSA/IEMP モニターグ

ループ報告書 [研修受講

者数、研修修了者数、受

講前 /後技能テスト結果

比較、研修後の職場での

技能適応状況（母子保健

技術・母子の暴力被害者

発見・ケア数）、伝達講習

実施回数、伝達講習参加

者数] 
2006 年度 対象県の一次/二次保健医療スタッフ(医師、看護師、

助産師)の母子保健に関する技能が向上する。 
・ 2007 年 3 月までに延べ 100 名が研修を修了する。 
・ 研修を受けた保健医療従事者の 40%が、学んだことの 60%を職

場に適用する。 
・ 研修受講者が出身地で伝達講習を実施する。 

・ （同上） 

2007 年度 対象県の一次/二次保健医療スタッフ(医師、看護師、

助産師)の母子保健に関する技能が向上する。 
・ 2008 年 3 月までに延べ 150 名が研修を修了する。 
・ 2008 年 3 月までに、研修を受けた保健医療従事者の 50%が、学

んだことの 80%を職場に適用する。 

・ （同上） 
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・ 研修受講者が出身地で伝達講習を実施する。 
成果 4    
2005 年度 住民組織や NGO が参加し、暴力により影響を受けた

住民が受益者となる地域保健活動の準備が整う。 
・ UNMSM、MINSA 関係機関、及び各サイト少なくとも 1 つの現

地の住民組織又は NGO がプロジェクトの内容を理解し、活動の

意思を持ち、地域住民活動体制を作っている。 

・ 住民組織グループリスト 
[ プ ロ ジ ェ ク ト 参 加

CBO/NGO 数・種別、活動

内容] 
・ 活動計画 
・ 活動報告書 [活動内容・

暴力被害者ケア件数、機

関間紹介件数] 
2006 年度 UNMSM、MINSA 関係機関、及び各サイト少なくと

も 1 つの現地の住民組織又は NGO が参加し、暴力に

より影響を受けた住民が受益者となる地域保健活動

が推進されている。 

・ 各パイロットサイトにおいて、住民組織や NGO の 10%が計画に

沿った地域保健活動に参加している。 
・ (同上) 

・ 2007 年 11 月までに 1 つのサイトにつき、少なくとも 10 人のバ

イリンガル・ヘルスプロモーター(西語・ケチュア語)が養成され

る。 

・ バイリンガル保健プロモ

ーター研修（啓発ワーク

ショップ）報告書 [研修

受講保健プロモーター数

（研修受講者リスト）、う

ちバイリンガル保健プロ

モーター数、暴力被害者

ケア件数、地域保健活動

（内容・対象者）] 

2007 年度 UNMSM、MINSA 関係機関、及び各サイト少なくと

も 1 つの現地の住民組織又は NGO が参加し、暴力に

より影響を受けた住民が受益者となる地域保健活動

が推進されている。 

・ 2008 年 3 月までに、各サイトで住民組織や NGO の 30%が、計画

に沿った地域保健活動に参加している。 
・ 住民組織グループリスト 

[ プ ロ ジ ェ ク ト 参 加

CBO/NGO 数・種別、活動

内容] 
・ 活動計画 
・ 活動報告書 [活動内容・

暴力被害者ケア件数、機

関間紹介件数] 
 
変更前のベース：PDM (Version 2) 2006 年 2 月 21 日 
変更の根拠： 2007 年 5 月 4 日実施の第 9 回プロジェクト合同調整委員会 JCC における協議。 
赤字および吹き出し：PDM Ver. 2 からの修正箇所 
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